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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年９月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２９年５月１２日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 青森県六ヶ所村尾駮
お ぶ ち

漁港北北東方沖 

 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位００７°５.８海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°０１.０′ 東経１４１°２４.８′） 

事故の概要  漁船第八開運
かいうん

丸は、定置網漁の操業中、火災が発生した。 

第八開運丸は、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第八開運丸、１８トン 

 ＡＭ２－５２９３（漁船登録番号）、六ヶ所村海水漁業協同組合 

 ２０.５０ｍ（Lr）×４.４３ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、昭和６２年８月８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年６月４日 

  免許証交付日 平成２４年６月２５日 

（平成３０年６月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室等に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長（以下「本船船長」という。）及び甲板員３人が乗り

組み、定置網漁の目的で船外機付の伝馬船をえい
．．

航し、僚船である運

搬船と共に尾駮漁港を平成２９年５月１２日０６時３０分ごろ出港

し、約１０km/h の対地速力で約２０分間航走して同港の北北東方に

ある定置網に到着した。 

本船船長は、船首を西方に向けて箱網（誘導されて集められた魚を

漁獲する網）の南端部に右舷着けし、主機を中立運転として主機駆動

の油圧ポンプのクラッチを入れた。 
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本船船長は、甲板員１人が乗った伝馬船及び本船の北側に配置した

運搬船と共に漁獲の準備作業を行った後、たも網を用いて漁獲物を箱

網から運搬船に揚げようとしていたところ、焦げた臭いを感じたの

で、機関室への出入口がある船員室に向かった。 

本船船長は、船員室の船尾側に設けられた引き戸を開けたところ、

開いていた機関室の出入口を通して同出入口付近の機関室内に火炎が

見え、黒い煙が出ていたので他の乗組員に知らせ、操舵室に備えてい

た持運び式粉末消火器１個の消火剤を火炎に向かって船員室出入口か

ら噴射した。 

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船が所属する漁業協同組合の担当者は、０７時１５分ごろ運搬船

の船長から携帯電話で本船の火災発生の連絡を受け、運搬船の船長に

海上保安庁への通報を指示した。 

本船船長は、火炎が見えなくなったものの、煙の勢いが増してきた

ので消火を諦め、定置網に被害が及ばないよう定置網から本船を離そ

うと思い、箱網及び係留索を放し、油圧ポンプのクラッチを切って主

機のクラッチを前進に入れたものの、本船が動かなかったので伝馬船

を呼び、本船に乗っていた甲板員２人と共に乗り移った。 

本船船長は、本船の係留索をえい
．．

航索として南方へ約１５分間伝馬

船で本船をえい
．．

航したところで、追走してきた運搬船に甲板員２人と

共に移乗し、本船の係留索を運搬船のビットに掛け替え、運搬船から

本船を監視していたが、海上保安庁からの指示により、係留索を放し

て本船から離れた所で監視を続けた。 

本船は、来援した巡視船により消火活動が行われたものの、延焼し

ながら、風浪で南方に流されて操舵室、機関室等が全焼し、１０時１
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８分ごろ尾駮漁港南方の砂浜に流れ着き、その後廃船処分された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 炎上中の本船、写真２ 漂着

した本船 参照） 

 その他の事項 本船は、機関室に２台の電動ファンがあり、本事故時、ふだんどお

り、１台を吸気、１台を排気として運転していた。 

本船船長は、主機及び機関室のファンがいつ停止したか、分からな

かった。 

本船船長は、出火元が分からなかったが、機関室の火炎が見えた付

近に何らかの電気配線が敷設されており、本船が建造から約３０年経

過する船なので、電気配線の漏電により出火したかもしれないと本事

故後に思った。 

本船は、絶縁抵抗などの計測を行っていなかった。 

本船は、機関室に火災探知器及び自動拡散型消火器がなかった。 

本船船長は、出港前に主機を始動する際、機関室の点検を行った

が、主機等に異常を認めなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

本船は、尾駮漁港北北東方沖において定置網漁の操業中、機関室か

ら出火したものと考えられる。 

本船は、機関室内の電気配線の一部が建造以来約３０年間使用され

ていたことから、電気配線が短絡して出火した可能性があると考えら

れるが、機関室等が全焼したことから、出火した状況を明らかにする

ことはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、尾駮漁港北北東方沖において定置網漁の操業

中、機関室から出火したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・定期的に電気配線の点検を行うこと。 

・機関室の火災時は、機関及び給排気ファンを停止すること。 

・消火剤の噴霧後は、密閉状態を保持すること。 

・法令で火災探知器及び自動拡散型消火器の設置が求められる船舶

以外の小型船舶にあっても、機関室には、火災探知器及び自動拡

散型消火器を設置するのが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年５月１２日 

０７時１５分ごろ発生） 

むつ小川原港 

新納屋南防波堤灯台 

尾鮫漁港 

青森県 

六ヶ所村 

× 

 

２M ０ 

尾鮫漁港 
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写真１ 炎上中の本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 漂着した本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


